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最低制限価格制度及び低入札価格調査制度における現場管理費の見直しについて（通知） 

 

  最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定基準について、下記のとおり算定式を改

めますのでお知らせします。 

 

（１）予定価格が１億円未満の建設工事  

ア 低入札価格調査基準価格  

（ア）配水管工事以外の工事 

   変更なし 

【設定しません。ただし、予定価格が１，０００万円以上１億円未満の工事におい

て最低制限価格（最低制限価格が変動する場合にはその上限値未満）で入札した場

合には補足資料の提出を求めます。】 

（イ）配水管工事  

   直接工事費×０.９５ ＋ 共通仮設費×０.９ ＋ 現場管理費×０.９ 

                          ＋ 一般管理費等×０.５５ 

 

イ 最低制限価格 

  （ア）プラント工事 

機器費×０．８５ ＋ 直接工事費×０.９５ ＋ 共通仮設費×０.９ 

                 ＋ 現場管理費×０.９ ＋ 一般管理費等×０.５５ 

（イ）上記（ア）以外の工事 

直接工事費×０.９５ ＋ 共通仮設費×０.９ ＋ 現場管理費×０.９ 

＋ 一般管理費等×０.５５ 

     ※ただし、配水管工事については変更なし。 

 

（２）予定価格が１億円以上の建設工事 

ア 低入札価格調査基準価格 

  （ア）プラント工事 

機器費×０．８５ ＋ 直接工事費×０.９５ ＋ 共通仮設費×０.９ 

                 ＋ 現場管理費×０.９ ＋ 一般管理費等×０.５５ 

（イ）上記（ア）以外の工事 



直接工事費×０.９５ ＋ 共通仮設費×０.９ ＋ 現場管理費×０.９ 

＋ 一般管理費等×０.５５ 

     ※配水管工事についても同様の算定式に改めます。 

 

イ 最低制限価格 

  （ア）プラント工事 

機器費×０．８ ＋ 直接工事費×０.９ ＋ 共通仮設費×０.８５ 

                ＋ 現場管理費×０.８５ ＋ 一般管理費等×０.５５ 

（イ）上記（ア）以外の工事 

直接工事費×０.９ ＋ 共通仮設費×０.８５ ＋ 現場管理費×０.８５ 

＋ 一般管理費等×０.５５ 

     ※ただし、配水管工事については変更なし。 

 

（３）設定範囲 

   変更なし（現行：予定価格の７５％から９０％の範囲内） 

 

（４）実施時期 

   平成２８年１２月以降の公告分から実施します。 


